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【２９年度主な施策】

新規施策として集落支援員を設置

10,799千円計上

◆集落支援員事業（10,799千円） ＜新規＞

◆地域おこし協力隊事業（34,400千円）

・地域おこし協力隊員8名分の計上。

起業支援分は皆減

◆保育料の無料化（1,762千円）※保育料を徴収した

場合の見込額）

◆有害獣防除補助金（1,500千円）

◆学校給食費の無料化（3,100千円）

◆村内小規模企業の振興対策（利子補給、預託金）

（11,268千円）

◆県外者向けプレミアム商品券販売事業（11,230千円）

・5千円券を3千円で販売。印刷費、送料、委託料、

交付金

◆木曽観光振興対策協議会負担金（4,608千円）

◆ペットボトル水製造委託（1,097千円）

◆登山道整備事業（5,400千円）

◆御嶽山噴火対策経費（9,788千円）

御嶽山保安監視業務（パトロール員）、田の原避

難誘導業務委託、遙拝所防災無線保守、監視カメ

ラCATV使用料、御嶽山火山情報配信料、田の原パ

トロール員用プレハブ設置工事、パトロール員用

用具等備品、火山防災協議会負担金

◆慰霊碑建立実行委員会負担金（6,500千円）

◆噴火災害犠牲者追悼式開催事業（2,200千円）

２

２９年 度 一 般 会 計 当 初 予 算

総額 17億3,170万8千円

一般質問には３氏が登壇

第４次王滝村長期振興計画施策関連事業へ4億6,578万円

＜一般会計予算案の概要＞

平成29年度の当初予算案は前年度と比較し1億814万円、率にして5.9％の減少となった。住宅建

設、除雪車や消防車の車輌整備、避難小屋噴石対策などの普通建設事業費が4割程度減少となった

事が主な要因。主な事業は、御嶽山安全対策及び復興事業へ5,209万円、第４次王滝村長期振興計

画（後期基本計画）施策関連事業へ4億6,578万円、その他の建築物・道路等の整備修繕へ4,560万

円余の計上となった。また、木曽広域連合ごみ焼却施設建設事業は昨年度に引き続き本体の建築が

行なわれ、その負担金8,125万円を計上し、過疎債を充当している。

地域資源を活用した新しい事業の可能性については、引き続き地域おこし協力隊員と共に進めて

いく。また、地域の課題等を点検し、村民と行政とのつながりを一層深めるための「話し合い」や

点検をする中で必要と認められた施策（集落対策）を実施するため、“集落支援員”を新たに設置。

それにより、集落対策の一例として地域交通の確保、移住・交流の推進、高齢者見守りなどの課題

に取り組む。

ＤＭＯ関係は、木曽町と共に進めており、5月下旬の地方創生交付金交付決定に向け、3月に地域

再生計画を申請、予算措置は4月～6月分の必要とされる観光総合事務所負担金を計上、7月以降分

は地方創生交付金を予定しＤＭＯ負担金として補正対応する見込。

観光施設事業会計補助金は、スキー場の指定管理期間が新たな期間となるため、当初予算では国

有地借地料など経常経費のみの計上となっている。



《当初予算質疑》
問（田中）財産管理費、東緑地公園整備関連事業

について

公園本体工は700万円で大部分が財源措置のあ

る有利な起債を充当、駐車場造成が1,650万円、

防火水槽が698万円で同様の起債を充当して全体

投資額は3,050万円ほどになる。この計画の概要

図面もしくはパース図を提示出来るか。また、駐

車区画は全て有料なのか基本的な運用方針はどの

ようなものか。

下条住宅の解体撤去事業について

工事費が300万円でうち空き家再生交付金とい

う国庫補助金135万円が充当されている。空き家

整理のための国庫金は村の空き家対策計画がある

ことが前提条件となると理解していたが、村計画

はあるのか。また公共施設も対象になるのか。平

成28年度事業で二子持にある民間の空き家を整理

したと聞いているが、この事業の住民周知が十分

だったのか。また村の補助事業として空き家を処

分するための具備条件は何か。

答（総務課長補佐） 緑地公園のパース図は複数

のラフプランで進めているが、最終決定していな

いので固まった時点で提示できるものと考えてい

る。計画地の手前の防火水槽は撤去して奥側に新

設し、現在の駐車場は舗装と区画割をし直すが有

料区画とする。奥は簡易な公園機能を持つ駐車場

となり、一部は無料区画としたい。

下条の空き家解体事業は1/2の国庫補助を予算

化している。これには国による事業計画の認定が

必要だが、長野県全体の空き家対策があるので村

もこの計画に含まれて補助事業を実施出来る。今

回は村の住宅で村有財産だが補助事業として採択

された。二子持の空き家については要望に基づき

今年度の村の単独補助事業として一件実施したが

事業についての事前広報が不十分だったかもしれ

ない。空き家についての悩みや相談もあるが、抵

当権の問題などで事業採択できない事例もある。

危険な建物を事前に除却するという大目的に添っ

て今後も事業をすすめていきたい。

答（総務課長）新設の防火水槽は緊急防災事業債

を充当するもので償還額の7割が交付税措置され

る。

問（田中）集落支援員事業について

新規事業として1,079万円計上されている集落

支援員事業について

対象が３人で社会保険負担、賃金、負担金とし

て966万円の計上だ。予算概要書では「やらまい

かプロジェクト」として総合的に後期基本計画の

施策展開、事業推進、地域の課題点検、話し合い

を行って集落対策をするという抽象的な記述で中

身が分りにくい。具体的に何をするのか、また継

続事業として3,440万円を盛った地域おこし協力

隊事業と役割がどう違うのか。講習会費用の96万

円は負担金としては額が大きいがどんな内容か。

この支援員事業と協力隊事業は合計約4,520万円

で100%交付税措置され、村の負担は無いというも

のだがこの当初予算に地方交付税歳入として盛ら

れており、特別交付税のこの部分が措置されたこ

３

緑地公園整備と駐車場造成が

計画されている東区の村有地

解体が予定されている下条の村営住宅



とが村側できちんと確認できるものと理解してい

るが。また、協力隊と違って支援員には村の住民

もなれる制度だが、噴火災害で職場を失った方々

の支援として過去に緊急雇用対策事業を実施した

が、これらの方の継続した雇用対策としてこの制

度を活用できるか。

答（村おこし推進課課長補佐）負担金については

講習会参加の費用等はごく一部で、事業を実施し

た際の直接経費の負担金が大部分だ。協力隊事業

との棲み分けの問題だが協力隊は最終的に定住す

ることで村を活性化するものだが、支援員は住民

生活上で課題となっていること、困っていること

を解決していくことで地域づくりを進めるという

ものだ。

両事業とも全経費の国庫負担がルールで、特別

交付税の算定については根拠を村側が明瞭に確認

できるものでお見込みのとおりだ。ご質問の雇用

対策としての制度の活用という件だが何を行うか、

また出来るのかということは別問題として制度と

しては可能である。

問（田中）支援員事業の大まかな仕組みは理解で

きるものの、どんな課題にどのように取組んで成

果を引き出すのかという点ではイマイチ具体的に

イメージできない。

二子持の空き家撤去については村の単独補助事

業として今後も実施していくのであれば、十分な

周知が必要であり、住民の期待も高まっている現

況から公平で説得力のある事業の推進を要望して

おく。

問（田中）民生費保育園費について

村の新年度予算の中で村長の新規施策として一歳

未満児の受け入れをおこなうことが地元紙にも載っ

たが、未就園児受け入れの費用として予算計上さ

れている241万円の賃金増と浴室補修の80万円は

このための経費なのか。保育所が保育対象児の枠

を新たに拡げるために必要な施設設備とか保育士

の数とか資格とかといった運営上の規定は何か。

また国なり県の認可は何処の機関が行うのか。

答（教育次長）予算上は未満児の受け入れを想定

した賃金の増だが実際の申込み状況によって予算

執行されるものだ。未満児受け入れは過去に事例

があり、新たに認可とか許可の問題は発生しない

が長野県における保育所の担当部署は保健福祉課

になる。浴室の改修工事はこの新規受け入れとは

関係なく、園児のためのシャワー設備を付けるも

のだ。

問（田中）老人福祉費、高齢者生活福祉センター

事業について

高齢者支援ハウスにスプリンクラーを設置する

経費432万円について消防法の改正によるとして

いるが対象となる施設の用途、規模、利用人員な

どの具体的な法基準はどんなものか。利用者が限

られている極めて小規模の施設でも全て法適用対

象となれば、同様の民間施設などでは到底財務カ

バーできず法による改善指示や命令事案が続出す

るような事態も容易に考えられる。要は村有施設

なので決して少なくない経費でも公費だから賄え

るが、このような小規模の施設において法が目指

している実効が、はたしてどのように上がるのか

また利用者の防災のほか福利や利便がどう向上す

るのか素朴な疑問が残るもので、本当に29年度中

にやらなくてはならない事案なのか。

福祉センターに1,482万円でエアコンを整備す

る新規事業について

木曽谷にある近傍類似施設の実態はどうなのか。

電気料などの後年度経費負担のこともあり、交付

税措置のある有利な起債を使えるから良いではな

いかという一種の安易さを感じるものだが。

４

改修される保育園の浴室



答（福祉健康課長）スプリンクラーだが、今回の

改正法の対象となる施設の規模、利用者数などの

規定はなく、一般に高齢者が居住する施設という

ことになっている。30年度までに整備が義務付け

られており、今年度は補助金が使えるので予算化

したものだ。

エアコンについて近傍類似施設の現況は把握し

ていない。災害時の緊急避難所でもあり、風通し

が悪い施設現状から夏場環境の改善を図りたい。

ランニングコストについては現在使っている床暖

房も含めて運用で経費の抑制に努めていきたい。

問（田中）保育所の未満児受け入れについて、関

係者からの強い要望もあって村長の新規政策とし

て盛り込まれたものと理解しているので入所申込

みの受付に当たっては出来るだけ懇切で細やかな

対応を特に要望しておきたい。

スプリンクラーの設置義務となる施設の区分が

法令で定めてないというのは驚きだ。大きくても

小さくても高齢者が居住する施設なら全てという

ことだろうが釈然としないものを感ずる。なお課

長答弁では補助金の充当ということだったが、予

算書には補助金財源が計上されていないが。

答（福祉健康課長）補助金は現在、申請の準備段

階で採択後に補正予算を提出するものと訂正を願

いたい。

問（田中）商工費、観光費について、飲用水（銀

河の雫）ペットボトルを1万本109万円で委託製造

することについて、本来の目的は当面委託製造し

た上で今後地場起業に結び付けられるか検討する

というものだったが現状は下流市町などのイベン

ト用に使うためというように目的がすり替わって

いる感じを受けるがどうか。

木曽観光振興対策協議会の負担金が大幅に増加

した要因は何か。観光総合事務所のＤＭＯについ

ては観光協会等が事業展開により自らの財務体質

を強化して自立する趣旨は大変結構なことだと考

えている。一つ気掛かりなことは当初は多額の助

成金が付き大がかりな事業展開になるだろうが途

中で息切れしない地道な事業だけを厳選すべきと

いうことだ。補助金ありきでイケイケどんどんの

結果、後になって町村で後始末ということになら

ないように私を含めて関係者が責任を持って注視

していくべきだと特に提言しておきたい。

スキー場の指定管理期限を迎えて仮に応募が無

い場合に従来、セットで指定管理されていた銀河

村キャンプ場など大型連休前の予約や運営にどう

対処するのか。少なくとも補正やこの当初で緊急

避難的に対処するための予算的な裏付けがない訳

だが。

答（村おこし推進課長）ペットボトルの飲料水は

御嶽山噴火による村の水源汚濁という風評を払しょ

くするために過去2年に亘って委託製造して下流域

のイベントなどで活用した。また起業の可能性に

ついても検討することになっており、継続して研

究していきたい。

振興対策協議会の負担金が前年度対比346万円増

加しているのは特に王滝村、木曽町三岳の観光客

が著しく減少していることから長野県の支援のも

５

３月末で指定管理期限を迎えた銀河村キャンプ場

スプリンクラーが設置される

高齢者支援ハウスの内部



とに宿泊助成を重点的に行うもので、そのための

地元町村負担金だ。

キャンプ場については一次で応募が無く、現在3

月末日期限で二次公募している。スキー場の指定

管理を6月一杯まで期間延長するための話し合いが

近々に予定されているので合わせて協議したい。

問（田中）おんたけスキー場は経営環境が厳しい

現状にあり、指定管理者もスムーズに決まらない

かもしれないとの認識は誰しもが持っているとこ

ろだ。キャンプ場も難しい協議になることを想定

したならば、あらかじめ予算の裏付けを取って資

金担保で実のある交渉に臨むのが本来の形ではな

かったかと思われる。

問（西村）観光総合事務所負担金について、ＤＭ

Ｏ運営開始までの諸経費とあるが、運営開始の予

定をいつ頃と想定しているのか。

答 ３月中に交付金の申請をおこない、交付決定

が５月、交付が６月の予定としている。それまで

の運営にかかる経費として計上している。運営開

始後の総合事務所は御嶽観光局(仮称)の支部とし

て存続する。会費などは本部に一元的に集約され、

予算に応じて支部に支給されることになる。会費

については、当面は現状のままとして、１～２年

かけて統一を図っていく。

問（西村）会員の合意形成は簡単なことではない

と思われる。一般会員への説明はどうしていくの

か。

答 昨年９月に準備委員会を立ち上げ、各部会を

設ける中で検討してきた。１月３０日に町村長も

出席するなかで全体会議を開き基本合意がされた。

何も決まらない状況では説明ができないというこ

とから今まで説明をしてこなかったが、遅いと言

われればそのとおりである。今後、説明の機会を

設けたい。

問（西村）観光総合事務所への移行も今回のＤＭ

Ｏもすべて行政主導でやってきたことである。村

が強い指導力を発揮するなかで、是正すべきとこ

ろは是正していかなければ無理だと思う。

問（西村）山岳歴史文化会館について、２８年度

の利用状況はどのようなものだったか。

答 資料館の利用は２００名程度となっている。

「ひだみ」については、実績報告がきていないの

で詳細については分からないが、主に喫茶として

営業してきた。

問（西村）２９年度は飲食営業をせず郷土食の伝

承を図るとあるが、具体的にはどのようなものに

なるか。

答 公民館活動と交えながら月に１～２回程度の

講習会を実施していきたい。例としては「しょう

ゆ豆」「万年寿司」なども考えられる。

問（立花）村おこし推進課で２点、林業関係で１

点、福祉健康課で１点お願いしたい。

①ふるさと村民サーバ管理料77万8,000円、ふるさ

と村民システム整備は２８年度に239万ほど盛られ

整備されたが、この費用にサーバ管理料は含まれ

ていたか。

答（村おこし推進課長）サーバ管理料、含まれて

いた。

問（立花）この管理料はこれから毎年発生するの

か。

答（村おこし推進課長）当面の間、毎年計上する。

６

６月末まで指定管理期間が延長された

２２４０スキー場

３/１９(日)、３連休の中日にはたくさ

んの車で駐車場が埋まった

王滝村の代表的な郷土料理「万年寿司」



問（立花）このシステムを請け負った会社は、Ｄ

ＭＯに向けて木曽町と進めているホームページも

手がけていると聞いている。ＤＭＯの関係はまた

別の機会に質問したい。このシステムを使って、

ふるさと村民の方へどのような頻度でどのような

内容の情報を発信するのか。まずは４月の予定を

教えていただきたい。

答（村おこし推進課長）今、紙ベースで発行して

いるふるさと村民証を、今後は電子版で発行する。

今後の展開として限定クーポン券やふるさと納税

システムとのリンク、限定ショッピング等の拡充

を考えている。

問（立花）大きな展望を聞いているのではない。

もう３月中旬である。まず４月にどういう内容を考

えているのか聞きたかった。サーバ管理料に見合

う情報発信を「年度内に何かやればいい」という

考えではなく、計画的に進めるべきである。

②商工費の新規事業応援補助金について。これは

２８年度に10万円計上されている。まず２８年度

の執行実績は。

答（村おこし推進課長）相談は１件あったが、具

体的な要望はなく執行はない。

問（立花）２８年度に対して増額された理由は何

か。

答（村おこし推進課長）昨年度のクラウドファン

ディング関係はそのまま10万円で、残りの76万円

は別の事業である。木曽町商工会とともに実施す

る創業支援のための設備費・登記料等の補助とし

て１件分を計上している。

問（立花）概要書には拡充と記載されている。新

規事業の金額が大きいし、概要説明の全員協議会

の時にもう少し丁寧な説明があってもよかったの

ではないか。

２８年度のクラウドファンディングへの補助制

度は今の時代に即したものと評価している。この

補助は商工以外、例えば福祉や教育といった分野

でも活かしていける内容と思う。村長に伺いたい。

この形の補助金をほかの分野で採用する気はない

か。

答 制度上可能なので、申し込みあれば手順に従

い手続きする。

問（立花）③林業・村有林経営費。総額が前年比4

7.6％、ここ３年平均と比べると36.7％に留まって

いる。大幅減の理由は何か。

答（経済産業課長）県からの森林造成事業補助金

が２９年度は皆減となったため。

問（立花）補助金がなくなった理由は。

答 大北森林組合の影響かと思われる。

問（立花）今後の補助金の見込みと一般財源での

村有林整備の取組は考えていないか。

答 森林づくり県民税の継続と国レベルの森林環

境税の制度化を望んでいるが、まだ不透明である。

一般財源の計上は起債返還が済んでいないので査

定で落とした。できれば、外部団体とのパートナー

協定や下流域からの支援で整備できることを期待

している。

問（立花）④ファミリーサポートセンター設置事

業は２０年来要望されていたことが、やっと実現

して嬉しく思う。現在、計上されている「木曽町

の子育て支援センター利用助成金」を次の補正予

算で「王滝村のファミサポを利用した場合の助成

金」に組み替える考えはないか。

答（福祉健康課長）初めての制度なので、やって

いく中でみなさんの声を聴いて対応したい。

村有林で育樹作業に汗する

下流域のみなさん

ファミリーサポートセンターは子育ての援助

を受けたい方と、子育てに協力できる方が会員

となり、有償で子育てを支え合うしくみです。

７


